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障害者差別解消法について

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課



■障害者差別解消法とは

法の趣旨

国や地方公共団体などの「行政機関」と「民間事業者」に対し、「不当な差
別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
そのことによって、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合い
ながら共生する社会の実現に資することを目的としています。

不当な差別的取扱いの禁止

不当な差別的取扱いとは、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの
提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。

合理的配慮の提供

障害のある方から、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があっ
た場合に、過重な負担とならない範囲で、必要かつ合理的な配慮を行わなけ
ればなりません。
※合理的配慮の方法は一つではなく、お互いの話し合いにより、柔軟に対応すること
が重要です。



■障害者差別解消法とは

●障害を理由に受付の対応を拒否する。
●本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供

行政機関 禁止 法的義務

民間事業者 禁止
法的義務

（改正法の施行により、
令和６年４月から義務化）

不当な差別的取扱いの具体例

合理的配慮の具体例
●障害特性に応じて、座席を決める。
●段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。



■（市）チラシ



■障害者差別解消法とは

障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン

●不当な差別的取扱い
・合理的配慮の基本的考え方

●「正当な理由」の考え方
●「過重な負担」の考え方
●不当な差別的取扱いと考えられる例
●合理的配慮と考えられる例

要CHECK︕︕

福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消
するための措置に関する対応方針を厚生労働省が示している。



■障害者差別解消法とは

不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事
務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ「障害者でない者」
より、不利に扱うこと︕

不当な差別的取扱いの基本的考え方

障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置
不当な差別的取扱いではない場合

●障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い（積極的改善措置）
●法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による
障害者でない者との異なる取扱い

●合理的配慮を提供するために必要な範囲で、プライバシー
に配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること

障害を理由としたサービスの提供拒否などが、客観的に見て正当な目的の
下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないといえる場合

正当な理由の判断基準



■障害者差別解消法とは

合理的配慮の基本的な考え方

●合理的配慮は、事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる
範囲で本来の業務に付随するものに限られる。

●「障害者でない者」との比較において、同等の機会の提供を受ける
ためのもの

●事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばない。

人的体制・設備体制に照らし対応できない場合に、特定の対応や
ケア等を実施するため、人材の確保や設備の拡充等により事業内
容を変更することまでが求められるものではない。

障害のある方から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった
場合に、過重な負担とならない範囲で、必要な配慮を行う。

合理的配慮の基本的な考え方



■障害者差別解消法とは

合理的配慮の基本的な考え方

具体的な検討をせずに過重な負担の範囲を拡大解釈しないこと︕

●事務・事業への影響の程度
事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か
当該措置を講ずることによるサービス提供、その他事業への影響の程度

●実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）
事業所の立地状況や施設の所有形態等の制約にも応じた、当該措置を講ずる
ための機器や技術、人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度

●費用・負担の程度
●事務・事業規模
●財務状況

「過重な負担」の基本的考え方



■川崎市の相談・対応窓口体制



■川崎市における民間事業者に対する監督権限を持つ所管部署一覧



■（国）事業分野別の相談窓口（抜粋）


